
１．都市再開発法第２条の３第１項第１号の規定に基づく、「計画的な再開発が必要な
市街地」に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

「別表１のとおり」

２．都市再開発法第２条の３第１項第２号の規定に基づく、「計画的な再開発が必要な
市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地
区」及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

「別表２のとおり」

南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更（堺市決定）

「南部大阪都市計画都市再開発の方針」を次のとおり変更する。
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⑩ 

 位 置 図  ［都市再開発の方針］ 

① 三宝・浅香山駅西周辺市街地 

② 堺市都心周辺市街地 

③ 浜寺・石津周辺市街地 

④ JR堺市駅・三国ヶ丘駅周辺市街地 

  →堺市駅・三国ヶ丘駅周辺市街地 

⑤ 北花田周辺市街地 

⑥ 中百舌鳥周辺市街地 

⑦ JR鳳駅前周辺市街地 

→鳳駅前周辺市街地 

⑧ 南海初芝・白鷺駅前周辺市街地 

→初芝・白鷺駅前周辺市街地 

⑨ 南海北野田駅前周辺市街地 

→北野田駅前周辺市街地 

⑩ 上野芝・百舌鳥周辺市街地 

⑪ 築港八幡町・匠町市街地 

⑫ 築港新町市街地 

 

 

2-1 堺旧港周辺地区 

→堺駅・堺旧港周辺地区 

2-2→削除 山之口地区 

2-3 堺市中心市街地地区 

→2-2 堺東駅周辺地区 

2-4→2-3 大小路地区 

3-1→削除 東湊地区 

3-2→3-1 新湊地区 

3-3→削除 南海浜寺公園駅前地区 

4-1 ＪＲ堺市駅前地区 

→堺市駅前地区 

5-1 地下鉄北花田駅前周辺地区 

→北花田駅前周辺地区 

6-1 中百舌鳥駅前周辺地区 

6-2 地下鉄新金岡駅前地区 

→新金岡駅前地区 

7-1 ＪＲ鳳駅周辺地区 

→鳳駅周辺地区 

8-1→削除 中百舌鳥団地地区 

9-1 南海北野田駅前地区 

→北野田駅前地区 

10-１ 津久野駅前周辺地区（新規） 

11-１ 築港八幡・匠地区 

 

凡  例 

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（２号地区） 

市街化区域 

② 

変更 

特に整備効果が大きいと予想される地区又は特に早急に再開発を行うことが望ましい地区 

削除 

計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地） 
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              変更地区（現行） 

 

 総 括 図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 変更地区（変更） 

 

 総 括 図  

 
   

 

 

 

 

 

１号市街地の区域  

１.５号地区の区域  

２号地区の区域  

１号市街地の区域  

１.５号地区の区域  

２号地区の区域  

３  浜寺・石津周辺市街地 

１０ 上野芝・百舌鳥周辺市街地 
 

３  浜寺・石津周辺市街地 

１０ 上野芝・百舌鳥周辺市街地 
 

10 

3 

10 

3 
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              変更地区（現行） 

 

 総 括 図  

 

   

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 総 括 図  

 
   

 

 

１号市街地の区域  

１.５号地区の区域  

２号地区の区域  

１号市街地の区域  

１.５号地区の区域  

２号地区の区域  

6 

 ６ 中百舌鳥周辺市街地  
 

 ６ 中百舌鳥周辺市街地  
 

6 
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              変更地区（現行） 

 

 計 画 図  

 

  指定なし   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 計 画 図  

 

 １０－１ 津久野駅前周辺地区   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号地区の区域  ２号地区の区域  

南海本線 

浜寺公園駅 

浜寺公園 
ＪＲ阪和線 

津久野駅 

ＪＲ阪和線 

津久野駅 

-14-



              変更地区（現行） 

 

 計 画 図  

 

 ２－２ 山之口地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 計 画 図  

 

    削 除     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号地区の区域  ２号地区の区域  
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              変更地区（現行） 

 

 計 画 図  

 

 ３－１ 東湊地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 計 画 図  

 

    削 除     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号地区の区域  ２号地区の区域  

-16-



              変更地区（現行） 

 

 計 画 図  

 

 ３－３ 南海浜寺公園駅前地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 計 画 図  

 

    削 除     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号地区の区域  ２号地区の区域  

南海本線 

浜寺公園駅 

浜寺公園 浜寺公園 

南海本線 

浜寺公園駅 

-17-



              変更地区（現行） 

 

 計 画 図  

 

 ８－１ 中百舌鳥団地地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              変更地区（変更） 

 

 計 画 図  

 

    削 除     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号地区の区域  ２号地区の区域  

南海高野線 

白鷺駅 
南海高野線 

白鷺駅 
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